
 

 

【１ 健全化判断比率】 

 

財政健全化法の施行に伴い、地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率（４

指標）を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならないこ

とになっています。 

早期健全化基準を上回ると財政健全化計画の策定が義務付けられ、国への報告義

務を負うことになります。 

 なお、この法律により算定された稚内市の令和５年度決算に基づく健全化判断比

率及び資金不足比率は、以下のとおり健全性を保っています。 

 

●稚内市における健全化判断比率の状況 

健全化判断比率 令和５年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率（フロー指標） 

・一般会計等の実質赤字の比率 

 

— 

（黒字 2.02％） 
１２．９８％ ２０．００％ 

連結実質赤字比率（フロー指標） 

・全ての会計の実質赤字比率 

 

— 

（黒字 28.25％） 
１７．９８％ ３０．００％ 

実質公債費比率（フロー指標） 

・公債費及び公債費に準じた経費の 

比重を示す比率 

１0．７％ ２５．０％ ３５．０％ 

将来負担比率（ストック指標） 

・地方債残高のほか一般会計等が将来 

負担すべき実質的な負債を捉えた比率 

３２．８％ ３５０．０％  

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、各会計に赤字及び資金不足がないため該当しません。 

 

●稚内市公営企業における資金不足比率の状況 

資金不足比率 令和５年度 経営健全化基準  

水道事業会計 — 

２０．０％  

病院事業会計 — 

下水道事業会計 — 

港湾整備事業特別会計 — 

公設地方卸売市場事業特別会計 — 

臨港用地造成事業特別会計 — 

※資金不足比率については、上記各会計に資金不足がないため該当しません。 

 

Ⅱ 健全化判断比率の概要 



【２－１ 健全化判断比率の対象範囲イメージ図】 
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【２－２ 実質赤字比率・・稚内市：該当なし】 

 

実質赤字比率は、一般会計等（稚内市は一般会計のみ）を対象とした実質赤字の

標準財政規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 
 

実質赤字比率＝  
一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模  

 

○実質赤字＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

・繰上充用額：歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額 

・支払繰延額：実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額 

・事業繰越額：実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額 

○標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、

標準税収入額等に普通交付税を加算した額 

○標準税収入額：地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定し

た収入見込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいう。 

実質赤字比率 資金不足比率 

連 結 実 質 赤 字 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

将 来 負 担 比 率 



【３－１ 連結実質赤字比率・・稚内市：該当なし】 

 

 連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字又は資金の不足額の標準財政

規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額（イ＋ロ）－（ハ＋ニ）  

標準財政規模  

 

イ：一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じ

た会計の実質赤字の合計額 

ロ：公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 

ハ：一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 

ニ：公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

 

 

【３－２ 資金不足比率・・稚内市：該当なし】 

 

 資金不足比率は、それぞれの公営企業会計を対象とした資金不足額の事業規模に

対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

資金不足比率＝ 
資金の不足額  

事業の規模  

 

○資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の 

現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

○資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に 

充てるために起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額 

※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場

合において、資金の不足額から控除する一定の額。 

 

○事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額 

○事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 



★稚内市の各会計における実質収支額及び資金不足（余剰）額 

 

 令和５年度稚内市の各会計（１０会計）における、実質赤字比率及び連結実質赤

字比率の対象となるべき実質収支額及び資金不足（余剰）額は下記のとおりです。 

 稚内市の場合、全ての会計において黒字及び余剰金があるため、各会計の赤字比

率及び資金不足比率は発生していません。 

 

●一般会計等                           （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 

 実質収支額 

① －②－

③ 

一般会計 29,342,687 29,028,475 57,741  256,471 

 

 

●公営企業以外の特別会計                      （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 
 

実質収支額 

①－②－③ 

国民健康保険事業特別会計 3,435,501 3,433,494 0  2,007 

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）  3,216,348 3,172,713  0  43,635 

後期高齢者医療特別会計 569,954 567,831 0  2,132 

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 18,000 18,000 0  0 

 

 

●公営企業法を適用している会計                  （単位：千円） 

会計名 

流動資産等 

① 

流動負債等 

② 

算入地方債 

③ 

解消可能 

資金不足額 

A 

資金不足 
（余剰）額 

① -②+③
+A 

水道事業会計 2,105,499 152,067 0  1,953,432 

病院事業会計 2,165,708 1,032,848 0  1,132,860 

下水道事業会計 426,503 236,379 0  190,124 

※流動資産等 ＝ 流動資産－控除財源－控除額 

※流動負債等 ＝ 流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額－PFI 建設事業費等 

 

●公営企業法を適用していない特別会計               （単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

① 

歳出総額 

② 

翌年度 
繰越財源 

③ 

土地収入 
見込額 

Ａ 

資金不足 
（余剰）額 

①-②+③+A 

港湾整備事業特別会計  155,359 155,076 0  283 

公設地方卸売市場事業特別会計 50,340 50,239 0  101 



【４ 実質公債費比率・・稚内市：１０．７％】 

（令和３年度：9.9／令和４年度：11.3／令和５年度：10.9） 

 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定され、3 年間の平均値が比率となります。 

 

実質公債費比率＝  

（元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

 

○準元利償還金の内容 

① 満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の１年当たりの元金

償還金相当額 

② 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの 

③ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充

てたと認められるもの 

④ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（ＰＦＩ事業による建設費の割賦払いや借入金に対

する償還補助金、利子補給に係る債務負担行為など） 

 

『実質公債費比率』は、地方債の発行が平成１８年度に『許可制』から『協議制』

へ移行したことに伴い、従来までの公債費比率や起債制限比率に代わり導入され、

平成１９年度から健全化判断比率の一つとされている財政指標です。 

この比率は、それまでの公債費の算出では、一般会計の地方債の元利償還金だけ

が対象だったものを、公営企業会計や一部事務組合への一般会計からの繰出金や債

務負担行為に基づく公債費に準じる経費を含めた自治体の実質的な債務も加え、明

確化したものです。 

 この実質公債費比率は、早期健全化団体（２５％以上）、財政再生団体（３５％以

上）の判断基準だけではなく、１８％以上となった場合には、黄信号がともった状

態となり、地方債許可団体に移行するとともに、『公債費負担適正化計画』の策定が

求められます。 

 現在、稚内市の実質公債費比率はやや高めの数値を示していますが、地方債の発

行を抑制してきたことにより、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 



★稚内市の実質公債費比率算出の状況 

 

【令和５年度数値】                       （単位：千円） 

区     分 金 額 備   考 

元利償還金 2,749,722  

準元利償還金 

（① 満期一括償還） 
0  

準元利償還金 

（②特別会計の元利償還金に伴う繰出金） 
515,612  

準元利償還金 

（③組合等の元利償還金に伴う負担金） 
25,829  

準元利償還金 

（④債務負担行為に基づく公債費に準ずる支出） 
149,113  

Ａ 令和５年度負担額合計 3,440,276  

特定財源 281,217  

元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
1,990,118  

Ｂ 令和５年度控除財源合計 2,271,335  

Ａ－Ｂ 1,168,941 算定上の分子となるべき数値 

 

区     分 金 額 備   考 

Ｃ 標準財政規模 12,676,061  

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
1,990,118  

Ｃ－Ｄ 10,685,943 算定上の分母となるべき数値 

 

令和５年度の実質公債費比率の算出は、上記の数値より 

1,168,941 千円÷10,685,943 千円×100≒10.93905％と算出されます。 

 

 



【５ 将来負担比率・・稚内市：３２．8％】 

 

 将来負担比率は、一般会計等が将来にわたり負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率です。 

 下記の算式で算定されます。 

 

将来負担比率＝  

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

 

○将来負担額の内容 

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

へ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額

のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

ト 連結実質赤字額 

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

 

○将来負担額から控除されるもの 

リ イからヘに充当することができる地方自治法第241条の基金 

ヌ 特定財源見込額 

ル 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

 

 令和５年度末における稚内市の将来負担すべき額は、320 億 2,637 万円あり、

その負担に対する特定財源及び普通交付税で措置される見込額や基金残高は、285

億 1,459 万円が見込まれることから、実質負担見込額は、35 億 1,178 万円とな

ります。 

この額に対して、標準財政規模から令和 5 年度に普通交付税で措置された額を差

し引いた 106 億 8,594 万円に対する割合が、『３２．８％』となり、将来負担比

率が算出されます。 

 国が定めた早期健全化基準は３５０．０％となっており、現在の稚内市は、良好

な数値を維持していますが、引き続き財政健全化の取り組みを継続していきます。 

 

 



★稚内市の将来負担比率算出の状況 

 

【令和５年度数値】                       （単位：千円） 

 区     分 金 額 備   考 

イ 地方債の現在高 25,982,362  

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額 536,828  

ハ 公営企業債等繰入見込額 2,923,858  

ニ 組合等負担等見込額 0  

ホ 退職手当負担見込額 2,545,124  

ヘ 設立法人の負債額等負担見込額 38,200  

ト 連結実質赤字額 0  

チ 組合等連結実質赤字額負担見込額 0  

Ａ 将来負担額合計 32,026,372 上記イからチの合計 

リ 充当可能基金 6,558,750  

ヌ 充当可能特定財源 2,703,263  

ル 基準財政需要額算入見込額 19,252,578  

Ｂ 充当可能財源合計 28,514,591 上記リからルの合計 

Ａ－Ｂ 3,511,781 算定上の分子となるべき数値 

 

 区     分 金 額 備   考 

Ｃ 標準財政規模 12,676,061  

Ｄ
元利償還金及び準元利償還金に対する 

基準財政需要額算入額 
1,990,118  

Ｃ－Ｄ 10,685,943 算定上の分母となるべき数値 

 

令和５年度の将来負担比率の算出は、上記の数値より 

 3,511,781 千円÷10,685,943 千円×100≒32.8％と算出されます。 

 



【６ 実質公債費比率／将来負担比率の推移】 

 

 実質公債費比率は、平成２２年度まで上昇傾向にありましたが、各年度の地方債

発行額を元金償還額以下に抑制してきたことにより、実質公債費比率は減少傾向に

あります。 

 一方、将来負担比率については、地方債残高や職員数の減少等により減少傾向に

ありますが、新庁舎や稚内中学校の建設が予定されていることから、今後は若干の

上昇が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


